
 

 

 

○所得税・消費税の申告書並びに印鑑（認印）

○収入・支出の分かるもの（帳簿・請求書等）

○生命保険・地震保険・長期損害保険の課税控

　除証明書

○国民年金に加入の方は国民年金保険料控除証

　明書

○医療費の領収書

○ご家族にパート・アルバイト等で収入を得て

　いる方がいる場合はその金額が分かるもの

■以下に該当する方は、別途資料が必要とな
　ります。事前にご連絡下さい。
○土地・建物等を売却された方

○居住用の土地・建物を購入された方

○生命保険・簡易保険等の満期金を受け取られ

　た方

＊上記以外にも関連書類等がございましたら
　ご持参下さい。

＊上記日程以外にも受付致します。下記までご連絡下さい。
＊国籍は問いません。
＊混雑が予想されます。事前にご連絡頂きますようお願い致します。

＊受付時間：１０：００～１７：００
■兵庫韓商・民団支部での受付
　 ○2/15(金)　兵庫韓商

 　○2/18(月)  　 〃

 　○2/20(水)　宝塚支部　0797-71-1714

   ○2/21(木)　西宮支部　0798-26-3330

 　○2/25(月)　兵庫韓商

 　○2/27(水)　　 〃　

 　○3/ 1(金)　　 〃

 　○3/ 2(土)　　 〃

 　○3/ 4(月)　　 〃

 　○3/ 6(水)　　 〃

 　○3/ 8(金)　　 〃

　 ○3/11(月)　　 〃

■尼崎韓商での受付
  【２月】◆平日(2/27(水)除く)

  【３月】◆毎日(土曜・日曜は午後のみ）

【お問合せ】

確定申告の相談・受付は韓商へ
－201８年度（平成３０年分）所得税・消費税－

　来る２月１５日(金)から３月１５日(金)にかけて、２０１８年度（平成３０年分）の

所得税・消費税の確定申告の受付が始まります。

  私ども韓国商工会議所では、個人事業者への経営サポート活動の一環として、確定申

告に関するご相談、顧問税理士のご協力のもと、確定申告の受付を開催しております。

また確定申告以外にも、融資（助成）・経営問題等に関するご相談も同時に承っており

ますのでお気軽にご相談下さい。皆様のご利用をお待ち申し上げております。

■尼崎韓国商工会議所

Ｔ Ｅ Ｌ ( ０ ６ ) ６ ４ ８ ２ － ２ ４ ９ １
＊JR・地下鉄「新長田駅」下車 徒歩10分

■ 一般社団法人

  在日韓国商工会議所 兵庫
〒653-0031 神戸市長田区西尻池町2-4-30

Ｔ Ｅ Ｌ ( ０ ７ ８ ) ６ ４ ６ － ９ ６ １ １
（一社）兵庫韓商

【申告受付に必要なもの】 【 開 催 日 時・場 所 】


